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令 和 ８ 年 ３ 月 25 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員殿 

 

日 本 薬 剤 師 会  

副 会 長  森  昌 平  

 
 

マイナ資格確認アプリにおけるスマートフォンのマイナ保険証の 

読み取り機能の追加について（周知） 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省保険局医療介護連携政策課から、別添のとおり連絡が

ありましたのでお知らせいたします。 

スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始については、令和７年９月 25 日付

け日薬業発第241号ほかにてお知らせしたところですが、今般、訪問診療や訪問看

護を行う施設等（居宅同意取得型）等で、ご利用のマイナ資格確認アプリにおいて

も、スマートフォンのマイナ保険証によるオンライン資格確認が可能となる機能が

追加されました。 

本機能は、令和８年３月23日 10時以降に順次手動で実施できるアプリケーショ

ンのアップデートか、同日18時 30分以降にアプリケーションの起動時に表示され

る案内に基づいて実施されるアップデートにより、本人確認の方法として、iPhone・

Androidが追加され、これを選択することで利用可能となります。 

当該追加機能を含むマイナ資格確認アプリの利用方法については、医療機関等向

け総合ポータル等に掲載の概要資料および運用マニュアルをご確認ください。 

つきましては、貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

（別添） 

マイナ資格確認アプリにおけるスマートフォンのマイナ保険証の読み取り機能の追

加について（周知） 

（令和８年３月18日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療介護連携政策課） 
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